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竜王町学童保育所指定管理者募集要項（竜王小学校区） 

 

 

１ 募集の趣旨 

本町が設置する学童保育所は、町内の竜王小学校区および竜王西小学校区で各１施

設ずつ開設しています。 

現在、本町における児童数は減少傾向となっていますが、学童保育所の利用者は微

増の見込みで、今後も多様なニーズに対応するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項、竜王町公の施設における指定管理者の指定手続きに

関する条例（平成１６年竜王町条例第１号）および竜王町学童保育所の設置および管

理に関する条例（令和７年竜王町条例第２２号。以下「条例」という。）の規定に基づ

き、当該施設ごとに放課後児童健全育成事業を安全に、また効果的かつ効率的に管理

運営できる指定管理者を以下のとおり募集します。 

 

２ 指定管理を行う施設の施設名、所在地および定員  

施設名 所在地 定員 

竜王小学校区学童保育所 竜王町大字綾戸地先 180人 

 

３ 募集方法および指定期間 

(1) 募集方法  公募 

(2) 指定期間  令和８年９月１日から令和１３年３月３１日まで（４年７箇月） 

 

４ 管理運営方針 

(1) 学童保育所の設置目的に基づき運営を行うこと。 

(2) 施設の適切な維持管理と安全管理に努めること。 

(3) 施設の効率的・弾力的な運営を行うこと｡ 

(4) 子どもの最善の利益を考慮した育成支援を推進すること。 

(5) 学校や地域の様々な社会資源や保護者と連携した育成支援を行うこと。 

(6) ごみの削減、省エネルギー、CO2 削減等の環境に配慮した運営を行うこと。 

(7) 個人情報の保護を徹底すること。 

 

５ 業務内容 

別紙「竜王町学童保育所指定管理業務仕様書（竜王小学校区）」（以下、「仕様書」と

いう。）を参照ください。 

 

６ 利用料金制度 

指定管理者の経営努力を促すとともに、指定管理者および町の事務の効率化を図る
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ため、施設利用料金は地方自冶法第２４４条の２第８項の規定に基づく「利用料金制

度」を採用します。利用料金制度を適用するため、指定管理者は、町が支払う本事業

に要する経費のほか、利用者が支払う利用料や自らが企画、実施する各事業の収入等

を自らの収入とします。また、利用料金については、あらかじめ町長の承認を得て、

指定管理者自らの判断により減額または免除することができます。なお、町の方針に

より現在実施している政策的減免については、これを引き続き適用できるようにして

ください。（様式第１号資料１「ひとり親減免」参照） 

 

７ 指定管理業務に要する経費等 

(1) 指定管理業務に要する経費については、利用者から徴収する保育料、指定管理者

が管理業務の実施に伴い収受する収入より賄うものとします。 

(2) 指定管理業務の準備等にかかる費用については、指定管理者の負担とします。ま

た、指定期間終了後に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務

を遂行できるよう、適正な引継ぎを行うものとします。 

 

８ 指定管理料等 

施設の管理運営に係る経費については、利用料金および指定管理料をもって充てる

こととします。 

(1) 利用料金 

利用料金の額は、条例で定める範囲内で、町の承認を得て指定管理者が定めるこ

ととします。 

１月、２月、５月、６月、９月、１０月、１１月 月額 10,000円 

３月、４月、７月、１２月 月額 11,000円 

８月 月額 12,000円 

(2) 指定管理料 

年間の指定管理料は、事業計画に掲げる収支計画の中で、収支の差引額を基本と 

します。指定管理料の上限額（各年度）は次のとおりとします。ただし、光熱水

費等の大幅な値上げや国の基準単価が変更となった時は、この限りではありませ

ん。 

令和８年度（上限額） 令和９年度以降（上限額） 

24,544,000円（非課税） 39,320,000円（非課税） 

※令和８年度は７箇月分および備品購入費を加算して算定しています。 

原則として指定管理料は定額払い方式とします。具体的な指定管理料の金額およ

び支払方法については、締結する協定書によって定めます。事業計画の変更等に

より指定管理料に大幅な余剰金が発生した場合、指定管理者にその一部について

返還を求めることがあります。 

(3) 区分経理 

会計処理においては、指定管理者として業務に係る経理とそれ以外の業務に係る経 

理を区分して整理してください。  
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(4) 会計年度区分 

経理は会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に区分してください。 

 

９ 申請資格要件 

  指定管理者の指定を受けるための申請ができるのは、法人その他の団体（以下｢団体

｣という。）とし、次の各号に該当する団体（共同事業体の構成団体が該当する場合を

含む。）とします。 

なお、法人格の有無は問いませんが、個人での申請はできません。 

 (1) 法人その他の団体であって、次の条件を満たす団体に限ります。 

   ア  法律行為を行う能力を有していること。 

   イ 破産者で復権を得ない者でないこと。 

   ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定に 

より本町における一般競争入札等（指名競争入札は、準用規定により当然含まれ 

ます。）の参加を制限されていないこと。 

   エ 指名停止措置を受けていないこと。 

   オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことが 

ないこと。 

   カ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に地方自治法第９２条の２、同 

法第１４２条（同条を準用する場合を含みます。）または第１８０条の５第６項 

の規定に抵触しないこと。 

キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）等に基づく更生または再生手続きを行っていないこと。 

ク 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）またはその構成員（暴力団の

構成団体の構成員を含みます。）もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５

年を経過しない者の統制下にある法人等でないこと。 

ケ 暴力団員等の親族（事実上の婚姻関係にある者を含みます。）または暴力団も

しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、役員等であることのほか、多額の出

資または融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有している法人等でないこ

と。 

コ 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目の如何を

問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けている法人等でないこと。 

サ 国税および地方税を滞納していないこと。 

シ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規

定する政治団体およびこれに類する団体）でないこと。 

ス 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教

団体およびこれに類する団体）でないこと。 

セ 本町における指定管理者の指定において、その公正な手続きを妨げる者でな

いこと。または公正な価格の成立を妨害し、もしくは不正の利益を得るために
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連合する者でないこと。 

(2) 学童保育所の管理運営を行ううえで、人的および物的管理能力がある団体であるこ

と。 

(3) 学童保育所の管理運営を行ううえで、施策に精通し、理解ある団体であること。 

 

10 指定管理者選定の方法および選定基準 

(1) 選定方法 

    １次審査として担当課で書類審査を行い、２次審査は竜王町指定管理者選定審査委 

員会（以下、「選定委員会」という。）において、書類審査、申請者から事業計画書

、経営状況等のプレゼンテーションによる審査により選定します。プレゼンテーシ

ョンに要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

(2) 選定基準 

選定基準は、主に次のとおりとします。より詳細な内容は別紙（選定基準表）を参

照 

ください。 

選定につきましては、評点の高い申請者を必ずしも指定管理者候補者として選定す 

るものでなく、評点を参考とし、選定委員会の協議により総合的に判断したうえで選 

定いたします。 

また、評点の平均得点が 30点に満たない場合は、選定しないものとし、改めて協 

議のうえ指定管理者候補者の選定を進めるものとします。 

[選定基準] 

① 公の施設として利用者の平等な利用の確保およびサービスの向上が図られるも 

のであること。 

② 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

③ 施設の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減が図られるもので 

あること。 

④ 施設の管理を安定して行う人員､資産その他の経営の規模および能力を有してお 

 り、または確保できる見込みがあること。 

※ 審査の日程等詳細については、別途応募者にお知らせします。 

(3) 選定結果の通知公表等 

   選定委員会の会議は非公開とします。 

   なお、選定結果については、各申請者に対して郵送にて通知します。 

(4) 指定管理者の指定方法 

   地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案を竜王町議会定例会

（６月）に提出し、議決後、指定管理者として指定します。 

ただし、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、町は公の施設の管理

の適正を期するため行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指

定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し

、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずる場合があります。 
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11 募集要項の配布 

(1) 配布期間 

令和８年２月２日（月）から２月１６日（月）まで 

※窓口配布の場合、受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで。（土・日    

 ・祝日を除く） 

※電子データは、町ホームページからダウンロードできます。 

※郵便での配布は行いません。 

(2) 提出資料 

申請にあたっては、以下の書類を提出していただきます。なお、町が必要と認め

た場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

① 竜王町公の施設における指定管理者の指定申請書（竜王小学校区）（様式第１号） 

② 申請者の概要（別添１） 

③ 誓約書（別添２） 

添付書類・法人の場合  当該法人の登記簿謄本 

・非法人の場合 団体の代表者の身分証明書 

・定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

・法人にあっては、法人税、法人県（道都府）民税、事業税、法人市 

（町村）民税、固定資産税、水道料金、下水道使用料に未納がないこ  

との証明（募集要項の配布開始日以降に交付されたもの） 

または納税（付）義務がない旨およびその理由を記載した証明書（ 

該当するもののみ添付） 

・非法人にあっては、団体の代表者に所得税、市（町村）県（道都  

府）民税、固定資産税、国民健康保険料（税）、介護保険料、後期高

齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料に未納がないことの証明

（募集要項の配布開始日以降に交付されたもの）または納税（付）

義務がない旨およびその理由を記載した証明書（該当するもののみ

添付） 

(3) 指定申請に係る資格確認等に関する同意書（別添２の２） 

(4) 管理を行う公の施設の事業計画書（竜王小学校区）（別添３から別添３の５） 

(5) 管理を行う公の施設の収支計算書（竜王小学校区）令和８年度から１２年度分（ 

別添４） 

(6) 経営状況を証明する書類 

① 前事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財産目録またはこれら  

に相新する書類 

② 現事業年度の収支予算書、事業計画書またはこれらに相当する書類 

③ 団体の役員名簿、組織に関する事項について記載した書類またはこれらに相当

する書類 

(7) その他町長が必要と認める書類 

・証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３箇月以内のもので、それぞれ発行官
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公署において定めた様式によるものを使用してください。（複写機による写しは可

とする）。 

・提出した書類は、原則としてこれを書き換え、差し換えまたは撤回することはで

きません。 

・申請書類は審査のため、選定委員会の委員に配布します。また、提出された書類

は、理由の如何を問わず返却しません。 

 

12 質問事項の受付 

(1) 指定管理者募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間：令和８年２月２日（月）から令和８年２月１６日（月）まで 

イ 受付時間：午前８時３０分から午後５時まで 

ウ 受付方法：電子メール、郵送等またはＦＡＸ（0748-58-1007）で提出して

ください。なお、電子メール、ＦＡＸの件名は「竜王町学童保

育所指定管理者募集にかかる質問（竜王小学校区）」と記載して

ください。また、質問の未到着を防ぐため、事後に電話（0748-

58-1006）にて連絡確認をお願いします。 

エ 質問様式：質問書（竜王小学校区）（様式第３号）による。 

(2) 質問の回答 

質問に対する回答は、令和８年２月２０日（金）に全応募者へ送付します。 

 

13 施設の視察 

学童保育所の視察を下記のとおり開催します。参加希望される方は、「竜王町学童保

育所指定管理者候補者公募視察会参加申込書（竜王小学校区）」（様式第２号）に必要

事項を記入の上、令和８年２月１０日（火）午後５時までに、電子メール、ＦＡＸ、

持参または郵送してください。 

なお、電子メール、ＦＡＸの件名は「竜王町学童保育所指定管理者募集にかかる施

設の視察（竜王小学校区）」と記載してください。また、申込の未到着を防ぐため、事

後に電話にて連絡確認をお願いします。 

 

ア 開催日時 令和８年２月１２日（木）午前１０時から 

※諸事情により日を変更する場合があります。 

イ 開催場所 竜王小学校区学童保育所 

ウ 参加人数 一法人等につき２名まで 

エ 申込み先 竜王町健康推進課 

 

14 申請書類の受付 

受付期間：令和８年２月２４日（火）から令和８年４月１０日（金）まで 

受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（土日、祝日は除く） 

提出場所：竜王町健康推進課  
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提出方法：郵送または持参で提出してください。 

提出部数：１５部（正本１部、副本１４部） 

 

15 申請に際しての留意事項 

(1) 失格または無効 

   以下の事項に該当する場合は、当該申請は無効とし失格となる場合があります。 

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかったとき。 

② 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないとき。 

③ 申請者が記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

④ 申請書類に虚偽の内容が記載されているとき。 

⑤ 申請資格および申請条件を満たしていないことが判明したとき。 

⑥ 申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明したとき。 

⑦ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行 

 うことについてふさわしくないと町長が認めたとき。 

⑧ その他不正の行為があったとき。 

(2) 申請内容の変更 

申請書の提出期限前に事業計画等の記載事項の変更をする場合には、提出期限内で 

あれば可能とします。 

(3) 著作権の帰属等 

   事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、町が指定管理者の決定の

公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

   なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

   また、申請書類は、必要に応じ複写します。（使用は、役場庁内および竜王町公の

施設の指定管理者選定委員会の検討目的に限ります。） 

(4) 申請の辞退 

  申請書類を提出した後において辞退する際には、「指定管理者申請辞退届」（様式第

４号）を提出してください。 

(5) 費用の負担 

   申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

(6) 情報公開 

    申請書類は、竜王町情報公開条例に基づく開示請求により、個人に関する情報と非 

公開とすべき箇所を除き、公開されることがあります。 

 

16 指定管理者指定後の手続き 

(1) 協定の締結 

   業務内容や管理の基準に関する細目的事項、管理業務に要する経費を賄うための管

理料に関する事項について、指定管理者と町長との間で協議のうえ、協定を締結す

るものとします。 

 



8 

 

(2) 引き継ぎ 

指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できるよう、前運営事業者との間で

一定期間、事務事業の引き継ぎを行っていただきます。 

保守業務については、指定期間開始と同時に契約が必要となる業務がありますので

、注意してください。 

 (3) リスク分担に対する方針 

ア 協定締結にあたり、町が想定する主要なリスク分担の方針は、別紙の仕様書に示す 

「リスク分担一覧表」のとおりとする。 

イ 修繕業務について、天災や老朽化等の指定管理者および施設利用者の責めに負わな 

い修繕の経費は町が負担することとする。修繕等が必要になった場合は責任者を通じ 

、町に報告し、指示に従うこと。 

ウ 町、指定管理者のいずれの責めに帰すべき事由が明確でないものについては協議 

のうえ、それぞれの負担額を決定するものとする。設備機器・備品の修繕については 

、指定管理者が直接修繕できる程度（１箇所 30万円程度）の軽微なものを除き、指 

定管理者および施設利用者の責めに負わない修繕の経費は町が負担するものとする。 

エ 設備の保守管理において、大規模な修繕等が必要になった場合は、責任者を通じ、 

町に報告し指示に従うこと。ただし、日常管理に伴う修繕等は、指定管理者の負担で 

随時行うこと。 

(4) 協定締結前における指定等の取消し 

指定管理候補者または指定管理者が協定締結までに次に掲げる事項に該当するとき 

は、指定管理候補者としての選定または指定管理者の指定を取消すことがあります。 

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じない場合 

イ 資金事情の悪化あるいは管理体制が整わない等により指定管理者が行う業務の 

履行が確実でないと町長が認めた場合 

ウ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者として業務を行うことに

ついてふさわしくないと町長が認めた場合 

(5) その他 

   ① 指定管理者が正当な理由なく、協定の締結に応じない場合は、指定管理者の議

決後においても指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

   ② 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定

を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

    ア 指定管理者が、９に掲げる資格を満たさないこととなったとき。 

    イ 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、管理業務の履行が確実でない

と認められるとき。 

    ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認

められるとき。 
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17 募集スケジュール 

時期 内容 

令和８年２月２日(月）から 

令和８年２月１６日（月）まで 
募集開始（募集要項等の配布） 

令和８年２月２日（月）から 

令和８年２月１６日（月）まで 
質問事項の受付 

令和８年２月１２日（木） 学童保育所視察 

令和８年２月２０日（金） 質問に対する回答 

令和８年２月２４日（火）から 

令和８年４月１０日（金）まで 
申請書の受付期間 

令和８年４月下旬～５月上旬 選定委員会 

令和８年６月 指定管理者指定議案の議決（町議会６月定例会） 

令和８年６月 指定管理者の指定（通知・告示） 

令和８年７月 協定の締結 

令和８年７月～８月 指定管理者による管理運営準備および協議 

令和８年９月１日 指定管理の運営開始 

 ※諸事情により日を変更する場合があります。 

 

18 問い合わせ先 

竜王町役場 健康推進課 担当者 澤 

住所：〒５２０－２５９２ 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口３番地 

ＴＥＬ：０７４８－５８－１００６ 

   ＦＡＸ：０７４８－５８－１００７ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：kenko@town.ryuoh.shiga.jp 
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 （別紙） 

選定基準表 

 

１．組織の安定性について                      （5点満点） 

  ・申請団体の組織規模および財務状況は適正であるか 

 

２．組織の施設の管理運営にかかる適性について             

・申請団体の基本理念等は当該施設の指定管理を行うのに適正であるか（5点満点）                         

・同業種等の管理・運営実績は十分であるか            （5点満点） 

 

３．施設運営について                        （5点満点） 

  ・管理運営の基本方針は当該施設の趣旨、目的に合致しているか                                       

 

４．管理運営体制について                      （5点満点） 

  ・施設運営職員体制は適正か                    

  ・住民サービスの質の確保に向けての方策が示されているか           

           

５．施設の維持管理体制・安全対策や情報管理等について        （5点満点）       

  ・施設の維持管理体制（清掃・警備を含む）は適切であるか      

  ・緊急時の対策、防災・防犯対策は適切であるか              

・個人情報保護および情報公開の対応は適切であるか               

 

６．環境への配慮、地域への貢献について                （5点満点） 

  ・環境への配慮が示され､適切であるか                                      

  ・地域への貢献が示され､適切であるか                  

 

７．施設の管理運営に係る収支計画について                             

  ・収入・支出の積算と事業計画の整合性が図られているか      （5点満点）         

  ・経費縮減に向けた方策が示されているか             （5点満点）         

 

８．その他    

・受託への熱意・意欲が感じられるか                （5点満点）  


